
岸和田市水道料金体系の変遷

基本水量 基本料金 基本水量 基本料金 基本水量 基本料金 基本水量 基本料金 基本水量 基本料金 基本水量 基本料金 基本水量 基本料金

１３ ㎜ ㎥ 円 水 量(㎥) 金 額(円) ㎥ 円 水 量(㎥) 金 額(円) ㎥ 円 水 量(㎥) 金 額(円) ㎥ 円 水 量(㎥) 金 額(円) ㎥ 円 水 量(㎥) 金 額(円) ㎥ 円 水 量(㎥) 金 額(円) ㎥ 円 水 量(㎥) 金 額(円)

２０ ㎜ 　　５ 585  　０～　　５ 0 　　５ 585  　０～　　５ 0 　　５ 585  　０～　　５ 0 　　５ 650  　０～　　５ 0 　　５ 600  　０～　　５ 0 　　５ 600  　０～　　５ 0 　　５ 550  　０～　　５ 0

２５ ㎜ 945 　 ６～　　８ 43 945 　 ６～　　８ 43 945 　 ６～　　８ 43 1,050 　 ６～　　８ 45 1,000 　 ６～　　８ 35 1,000 　 ６～　　８ 35 950 　 ６～　　８ 20

３０ ㎜ 1,620 　 ９～　１０ 124 1,620 　 ９～　１０ 124 1,620 　 ９～　１０ 124 1,800 　 ９～　１０ 130 1,700 　 ９～　１０ 120 1,700 　 ９～　１０ 120 150 　 ９～　１０ 105

４０ ㎜ 3,375 　１１～　２０ 147 3,375 　１１～　２０ 147 3,375 　１１～　２０ 147 3,750 　１１～　２０ 155 3,600 　１１～　２０ 145 3,600 　１１～　２０ 145 3,450 　１１～　２０ 130

５０ ㎜ 5,895 　２１～　３０ 171 5,895 　２１～　３０ 171 5,895 　２１～　３０ 171 6,550 　２１～　３０ 180 6,300 　２１～　３０ 170 6,300 　２１～　３０ 170 6,150 　２１～　３０ 150

７５ ㎜ 17,235 　３１～　５０ 209 17,235 　３１～　５０ 209 17,235 　３１～　５０ 209 19,150 　３１～　５０ 220 18,500 　３１～　５０ 205 18,500 　３１～　５０ 205 18,350 　３１～　５０ 180

１００ ㎜ 36,495 　５１～１００ 238 36,495 　５１～１００ 238 36,495 　５１～１００ 238 40,550 　５１～１００ 250 39,200 　５１～１００ 235 39,200 　５１～１００ 235 39,050 　５１～１００ 210

１５０ ㎜ 102,420 １０１～５００ 252 102,420 １０１～５００ 252 102,420 １０１～５００ 252 113,800 １０１～５００ 265 110,100 １０１～５００ 250 110,100 １０１～５００ 250 109,950 １０１～５００ 225

２００ ㎜ 213,750 ５０１以上 271 213,750 ５０１以上 271 213,750 ５０１以上 271 237,500 ５０１以上 285 230,100 ５０１以上 270 230,100 ５０１以上 270 229,950 ５０１以上 245

　　５ 252 １㎥につき 95 　　５ 252 １㎥につき 95 　　５ 252 １㎥につき 95 　　５ 280 １㎥につき 100 　　５ 230 　　５ 230 　　５ 180

　３００ 18,000 　３００ 18,000 　３００ 18,000 　３００ 20,000 　３００ 16,950 　３００ 16,950 　３００ 13,950

　１００ 6,300 　１００ 6,300 　１００ 6,300 　１００ 7,000 　１００ 5,550 　１００ 5,550 　１００ 4,550

平成22年度～24年度（3年間） 平成14年度～18年度（5年間） 平成5年度～8年度（4年間）

7.87% －

消費税（3％→5％）による改定のみ

改定のいきさつ等

消費税（8％→10％）による改定のみ
但し、料金算定から「さらに1円未満を切り捨てる」
がなくなる。

消費税（5％→8％）による改定のみ 政治的な影響が大きい。水道料金10％減するとい
う市長公約に基づく料金改定。
10％の根拠は受水費が同水準ほど下がるから水
道料金も10％下げられるとのこと。受水費が10％
下がってもそれ以外の費用が下がるわけではない
ので、10％下げるというのはおかしく、また、平成
16年度～20年度まで給水収益は減少の一途をた
どっており、平成21年度は赤字決算であった。

平成12年10月より総配水量の約93％を依存する
府営水の大幅値上げ（18.26％）で受水費が増加
し、平成12年度より赤字決算に陥る。
平成11年度には浄水場の監視業務の委託により
職員7名減、14年度において2名減等、人件費の
削減を中心に費用の削減に努めたが、給水収益
の増加が見込めず、このままだと平成18年度には
15億7千円の累積欠損金が生じるため改定。

算定期間

同    左

消費税（3％）の導入及び府営水の実質値下げに伴
い、基本料金を全用途で50円引き下げた。

平成5年4月より、府営水の大幅値上げ（34.14％）に
より受水費が大幅に増加、さらに資本費・人件費・
物件費等の諸費用の増加も含めてこのままの推移
で行くと平成8年度末には18億７千万円の累積欠損
金、引当金を控除した純資金で約21億円の不足が
見込まれたため改定。

改定率 12.38% －－ － ▲5.74％

　その端数を切り捨て、その額に100分の103
　を乗じ、さらに１０円未満を切り捨てる。

改　定　前　料　金 改　定　前　料　金

（  平 成 元 年 ６ 月 １ 日　）

超 過 料 金

１㎥につき 70

１㎥につき

同    左

（  平 成 ５ 年 ６ 月 １ 日　）

超 過 料 金

１㎥につき 90

１㎥につき 400円

　　算出した額に１０円未満の端数があるとき

改　定　前　料　金

（  平 成 ９ 年 ６ 月 １ 日　）

超 過 料 金

１㎥につき 90

１㎥につき 400円

　その端数を切り捨て、その額に100分の105 同    左
　を乗じる。 　を乗じ、さらに１円未満を切り捨てる。 　を乗じ、さらに１０円未満を切り捨てる。

１㎥につき 450円
臨 時 用

備 考
　　算出した額に１０円未満の端数があるとき 　　算出した額に１０円未満の端数があるとき 　　算出した額に１０円未満の端数があるとき
　その端数を切り捨て、その額に100分の110 　その端数を切り捨て、その額に100分の108

１㎥につき 110
福 祉 施 設 用

船 舶 用
１㎥につき 428円 １㎥につき 428円 １㎥につき 428円

１㎥につき 105 １㎥につき 105 １㎥につき 105

超 過 料 金 超 過 料 金 超 過 料 金 超 過 料 金

一

般

用

家 事 共 用

現    行    料    金 改　定　前　料　金 改　定　前　料　金

350円

改　定　前　料　金

　用途別 （  令 和 元 年 10 月 １ 日　） （  平 成 ２６ 年 ４ 月 １ 日　） （  平 成 ２２ 年 ６ 月 １ 日　） （  平 成 １４ 年 ６ 月 １ 日　）

収益的支出

当年度純損益

資金残高

　　　　　　   　区　分

　 （口径別）

湯 屋 用

3,724,636,866円

（3,237,517,354円）

3,542,744,647円

181,892,219円

856,156,280円

収益的収入

（うち給水収益）

3,948,873,344円

（3,680,005,278円）

3,816,390,580円

132,482,764円

1,141,335,874円

5,277,847,152円

▲59,672,444円

1,753,317,139円

3,993,929,798円

（4,146,760,844円）

平成22年度決算値 平成14年度決算値令和元年度決算値 平成26年度決算値

3,945,797,334円

（3,413,624,710円）

5,218,174,708円

（4,224,281,713円）

127,507,305円 335,239,377円

3,923,489,514円

22,307,820円

1,705,239,380円

平成9年度決算値 平成5年度決算値 平成元年度決算値

5,489,355,336円 5,201,835,844円

2,006,633,545円 1,154,331,985円 920,408,590円

（3,894,980,214円） （3,363,100,546円）

5,308,038,063円 5,074,328,539円 3,658,690,421円

181,317,273円


